
 

                          

 

１ 第２５回男女雇用機会均等月間について   

厚生労働省では、男女雇用機会均等法（以下「均等法」という。）の公布日（昭和

６０年６月１日）を記念して、昭和６１年以降毎年６月を「男女雇用機会均等月間」

と定め、職場における男女均等について労使を始め社会一般の認識と理解を深める機

会としているところである。 

第２５回にあたる本年は、労使を始め社会一般に対する均等法の一層の周知徹底、

ポジティブ・アクション（男女労働者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業

の自主的かつ積極的な取組）の趣旨及び内容の正しい理解の促進を目標として、「私

も会社もステップアップ～ポジティブ・アクションでチャンスを活かせ～」をテー

マに実施する。 

（資料１「第２５回男女雇用機会均等月間実施要綱」参照） 

 

 

 （周知用ポスター） 



２ ポジティブ・アクションについて 

 

（１） ポジティブ・アクション宣言について 

企業が自主的にポジティブ・アクションに取り組むことを促す仕組みとして、行

政と経営者団体が連携し、平成１３年度より「女性の活躍推進協議会」を開催して

いる。 

協議会では、ポジティブ・アクションの取組の普及、促進に向けた「発信・行動」

をキーワードに、協議会やシンポジウムの開催、ポジティブ・アクションに取り組

む企業の参考となる各種資料の作成、ポジティブ・アクション普及促進のためのシ

ンボルマークを募集・決定する等、様々な活動に取り組んでいる。 

本年度は、「ポジティブ・アクション宣言」として、 

・女性の活躍推進に関する企業としてのビジョン・方針 

・取組内容（又は取組の方向性） 

・経営トップからのメッセージ 

を取りまとめるとともに、「ポジティブ・アクション宣言サイト」を開設し、事業

主をはじめ国民に広く周知することを通じて、より多くの企業にポジティブ・アク

ションの取組を促していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  協議会を７月１日（木）に開催し、各委員自らポジティブ・アクション宣言を発表。 

◆  ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマークの愛称を募集。 

 

（サイトイメージ） 



（２） 平成２２年度第１回女性の活躍推進協議会の開催について 

平成２２年度第１回女性の活躍推進協議会を、下記のとおり開催する。 

各委員自らポジティブ・アクション宣言を発表するとともに、各委員によるフリー

トーキングを行う。会議はマスコミフルオープンで行うとともに、一般の方からの

傍聴を募ることとする。 

（資料２「女性の活躍推進協議会開催要綱」参照） 

 

平成２２年度第１回女性の活躍推進協議会の開催について 

１ 日時  平成２２年７月１日（木）１３：００～１５：００ 

２ 場所  東京都千代田区霞が関１－２－２ 

      厚生労働省省議室（中央合同庁舎５号館９階）  

３ 議事  ・ポジティブ・アクション宣言の発表 

      ・フリートーキング 

４ 傍聴者  若干名  

５ 傍聴者募集要領  

（１） 傍聴を希望される方は、ファクシミリ又は電子メールにて（２）の事項を記載の上、

お申し込みください。 

（２） 記載事項 

・件名は“７月１日協議会傍聴希望”と記載してください。 

・傍聴希望者のお名前（ふりがな）、連絡先住所、電話、ファックス番号 

・（お差し支えなければ）勤務先または所属団体 

（３） 申込先 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課均等業務指導室 

ＦＡＸ番号 ：０３（３５０２）６７６２ 

Ｅ-mail：KJKOYO■mhlw.go.jp  （迷惑メール対策のため、@を■で標記しています。   

お手数ですが、■を@に置き換えてご使用ください。 

（４） 申込締切 

   平成２２年６月２１日（月）【必着】 

（５） その他 

・申込の際は、必ず「傍聴される皆様への留意事項」をお読みください。 

・傍聴希望者が多数の場合は抽選により傍聴できる方を選定いたしますので、ご了承

ください。抽選の結果、傍聴可能な方に対してのみ、事前にご連絡をいたします。 

 

（照会先）                          

厚生労働省雇用均等・児童家庭局               

雇用均等政策課均等業務指導室社会参加支援係 谷中（やなか） 

電話（代表）０３－５２５３－１１１１（内線７８４４） 

mailto:mouri-noriko%E2%96%A0mhlw.go.jp


（３） ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマークの愛称募集に

ついて 

女性の活躍推進協議会では、ポジティブ・アクションの普及促進のためのシンボ

ルマークを募集し、厳正な審査の結果、平成２２年２月１９日に発表しているとこ

ろであるが、より多くの方々に知ってもらうため、わかりやすく、親しみやすい愛

称を募集する。 

（資料３「ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマーク」参照） 

 

ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマークの愛称募集要領 

 

１．趣旨・目的 

女性の活躍推進協議会（座長 福原 義春 株式会社資生堂名誉会長）は、ポジティブ・アクションへ

の関心、認知度を高め、ポジティブ・アクションの取組に向けての社会的機運の醸成を図るため、企

業、労使団体等がポジティブ・アクションの普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することが

できるシンボルマークを募集し、厳正な審査の結果、平成２２年２月１９日に決定・発表したとこ

ろですが、より多くの方々に知っていただくため、わかりやすく、親しみやすい愛称を募集しま

す。 

 

２．応募資格 

特に限定いたしません。 

 

３．応募方法 

官製（私製）はがき、封書、ファクシミリ又はメールで応募してください。 

応募に当たりましては、作品のほか、作品に関するコメント、郵便番号、住所、氏名（ふりが

な）、職業、電話番号を必ず記入してください。 

１人何点でも応募できますが、はがき１枚又は応募用紙（任意様式）１枚につき、１作品を記

入してください。（複数応募する場合には、必要な枚数をお送りください。） 

 

４．応募締切 

平成２２年６月２１日（月）必着。郵送の場合は、当日消印有効とします。 

 

５．応募先 

女性の活躍推進協議会事務局 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課均等業務指導室 

（１）郵送：郵便番号 １００－８９１６ 

東京都千代田区霞が関１－２－２ 

（２）ファクシミリ ０３（３５０２）６７６２ 

（３）電子メール KJKOYO■mhlw.go.jp （迷惑メール対策のため、@を■で標記しています。   

お手数ですが、■を@に置き換えてご使用ください。） 

 

mailto:mouri-noriko%E2%96%A0mhlw.go.jp


６．作品の取扱い 

（１）応募作品の著作権・使用権等一切の権利は厚生労働省に帰属するものとします。 

（２）応募作品は、未発表かつ自作の作品に限ります。 

（３）応募作品は返却いたしません。 

 

７．発表等 

女性の活躍推進協議会委員により厳正に審査を行い、決定します。 

当選結果は当選者本人に連絡の上、平成２２年７月１日に行われる「女性の活躍推進協議会」

の場で、公表する予定です。 

 

８．問い合わせ先 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

雇用均等政策課均等業務指導室社会参加支援係 谷中（やなか） 

０３－５２５３－１１１１（内線７８４４） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

◎ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜マークの解説＞ 

ポジティブ・アクションの頭文字「Ｐ」と「ａ」を組み合わせ、創造と活力あふれる女性

の姿をデザイン。女性の能力発揮を図り、男女の均等な機会や待遇の確保のために企業が取

り組む、男女平等の社会づくりが浸透し、男女ともいきいきと活躍する未来の実現をアピー

ルしたものです。 

  

 



３ 平成２１年度男女雇用機会均等法の施行状況について 

（１） 都道府県労働局雇用均等室への相談 

 

○ 平成２１年度に都道府県労働局雇用均等室に寄せられた均等法に関する相談

は２３，３０１件で、平成１９年の法改正以降、減少傾向にあるものの、労働者

からの相談割合は引き続き増加しており、全体の過半数を占めている。（図１） 

 

 

 

 

○ 内容をみると、最も多いのはセクシュアルハラスメント（第１１条）に関する

もので１１，８９８件と、相談件数全体の過半数を占めている。次いで、妊娠・

出産等を理由とした不利益取扱い（第９条）に関するものが３，６５４件、母性

健康管理（第１２、１３条）に関するものが３，３１２件で、併せて全体の３割

を占めている。（図２）  
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◆  相談件数は約２万３千件。 

◆  労働者からの相談割合は引き続き増加し、全体の過半数。 

◆  セクシュアルハラスメントに関するものが最多。次いで、妊娠・出産等を理由と

した不利益取扱いに関するもの、母性健康管理に関するものが併せて３割。 

図１ 相談件数の推移 



 

○ 相談内容について相談者の属性別にみると、男女労働者及び事業主のいずれも、

セクシュアルハラスメント（第１１条）に関するものが最も多く、次いで、女性

労働者は妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い（第９条）に関するもの、男性

労働者は募集・採用（第５条）に関するもの、事業主は母性健康管理（第１２、

１３条）に関するものが多い。 

 

 

 

  

第１１条関係

（セクシュアル

ハラスメント）

11,898件(51.1%)

第９条関係

(妊娠・出産等

を理由とした

不利益取扱い)

3,654 件(15.7%)

第１２､１３条関係

（母性健康管理）

3,312 件(14.2%)

第５条関係

（募集・採用）

1,287件(5.5%)

第６条関係

（配置・昇進・

降格・教育訓練、

福利厚生等）

567 件(2.4%)

第１４条関係

（ポジティブ・

アクション）

273 件(1.2%)

第７条関係

（間接差別）

73 件(0.3%)

その他

2,237件(9.6%)

図２ 相談内容の内訳 



（２） 紛争解決の援助 

① 都道府県労働局長による紛争解決の援助（均等法第１７条） 

 

○ 平成２１年度に新たになされた均等法第１７条に基づく紛争解決の援助の

申立件数は５９９件で、女性労働者からの申立が５８３件と大部分を占めるが、

男性労働者から１１件、事業主から５件の申立があった。（図３） 

 

 

 

 

○ 申立の内容をみると、セクシュアルハラスメント（第１１条）に関するもの

が２８２件と最も多いが、全体に占める割合は減少している。次いで、妊娠・

出産等を理由とした不利益取扱い（第９条）に関するものが２６４件で、全体

に占める割合は前年度と比べて増加し、平成２１年度、初めて４割を超えてい

る。（図４） 

 

○ 平成２１年度中に援助を終了した事案５９１件（前年度から引き続いて援助

を行ったものを含む。）のうち、７割を超える４２５件について都道府県労働

局長による援助を行った結果、解決に至っている。  
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◆  紛争解決の援助の申立件数は５９９件。 

◆  セクシュアルハラスメントに関するものが最も多いが、妊娠・出産等を理由とし

た不利益取扱いに関するものの割合が増加。 

◆  援助を終了した事案の７割超が解決。 

（資料４「都道府県労働局長による紛争解決の援助事例」参照） 

図３ 都道府県労働局長による紛争解決の援助の申立受理件数の推移 



 

 

 

 

② 機会均等調停会議による調停（均等法第１８条） 

 

○  平成２１年度の調停申請受理件数は７１件と、改正法施行後、一貫して増加

している。女性労働者からの申請が６７件と大部分を占めるが、男性労働者か

ら１件、事業主から３件の申請があった。（図５） 

 

 

 

第11条関係

（セクシュアル

ハラスメント）

282件（47.1%）

第9条関係

(妊娠・出産等

を理由とした
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264 件（44.1%）

第6条関係

(配置・昇進・降

格・教育訓練等)

27件（4.5%）

第12,13条関係
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19件（3.2%）
第5条関係

（募集・採用）

7件（1.2%）
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◆  調停申請受理件数は７１件で、引き続き増加。 

◆  セクシュアルハラスメントに関するものが最多。男性や事業主からの申請も。

（資料５「機会均等調停会議による調停事例」参照） 

図４ 紛争解決の援助内容の内訳 

図５ 機会均等調停会議による調停申請受理件数の推移 



 

○ 申請の内容をみると、セクシュアルハラスメント（第１１条）に関するもの

が５８件と最も多く、依然として全体の８割近くを占めており、次いで、妊娠・

出産等を理由とした不利益取扱い（第９条）に関するものが１０件となってい

る。（図６） 

 

○ 調停の実施結果をみると、調停が開始された７３件（前年度に受理したもの

を含む。）のうち調停案の受諾勧告を行ったものが２６件で、そのうち２２件

が調停案を双方受諾し、解決に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１１条関係

（セクシュアル

ハラスメント）

58 件(81.7%)

第９条関係

(妊娠・出産等

を理由とした

不利益取扱い)

10 件(14.1%)

第６条関係

(配置・昇進・降

格・教育訓練等)

3件(4.2%)

図６ 調停申請受理件数の内訳 



（３） 都道府県労働局雇用均等室における是正指導 

 
○ 平成２１年度は、４，９２９事業所を対象に報告徴収を実施し、このうち何
らかの均等法違反のあった４，４７７事業所に対し、１３，３００件の是正指
導を行った。（表１） 

 
○ 指導事項としてはセクシュアルハラスメント（第１１条）に関するものが最
も多く、依然として全体の６割を占めている。（図７） 

 
○ 前年度から引き続いて指導を行った事案も含め、全体の９割超が平成２１年
度中に是正されている。 

 

 

  １９年度 ２０年度 ２１年度 

第５条関係 
 （募集・採用） 

257  222  208  

第６条関係 
 （配置・昇進・降格・教育訓練等） 

207  177  116  

第７条関係 
 （間接差別） 

5  1  0  

第９条関係 
 (妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い) 

28  32  19  

第１１条関係 
 （セクシュアルハラスメント） 

9,854  9,238  8,796  

第１２条、１３条関係 
 （母性健康管理） 

4,675  3,871  4,124  

その他 43  37  37  

合計 15,069  13,578  13,300  

 

 

 

 

 

第11条関係

（セクシュアル

ハラスメント）

8,796件( 66.1%)

第12、13条関係

（母性健康管理）

4,124件(31.0%)

第5条関係

（募集・採用）

208 件(1.6%)

第6条関係

（配置・昇進・降

格・教育訓練等）

116件(0.9%)

第9条関係

(妊娠・出産等

を理由とした

不利益取扱い) 

19件(0.1%)

その他

37件(0.3%)

◆ 是正指導件数は、約１万３千件。 

◆ セクシュアルハラスメントに関するものが最も多い。 

表１ 是正指導件数の推移 
（件） 

図７ 是正指導件数の内訳 



４ 夜間・土曜日 均等法、育介法、パート法等電話相談事業の開始について  

雇用情勢の悪化により、妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の申出又は取

得を理由とする解雇その他の不利益取扱いに関する相談が増加しているが、こうし

た相談の中には、緊急を要するものも多い。このため、厚生労働省では、緊急事案

等について事業主及び労働者等の抱える問題の早期解決を図ることを目的として、

全国社会保険労務士会連合会に委託し、平日夜間（午後５時～午後８時）や土曜日

（午前１０時～午後６時）に電話による相談対応や必要な情報提供を行う事業を実

施することとした。(URL：http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/） 
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